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Ⅰ 公募に関すること 

 

１ 指定管理者制度の趣旨 

多様化する市民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、市

民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、平成 15 年６月の地方自治法改正

により指定管理者制度が導入されたことで、それまで公共団体等に限られていた「公の施設」

の管理運営について、企業及び NPO 法人等を含む幅広い団体に委ねることが可能となりまし

た。 

このたび、令和４年４月から管理運営を行う指定管理者の選定にあたり、次のとおり事業

者を広く公募します。 

 

２ 公募の概要 

(1) 対象施設 

横浜市能楽堂（久良岐能舞台）（以下、「久良岐能舞台」という。） 

 

(2) 指定期間（第四期） 

令和４年４月１日から令和９年３月 31 日まで（５年間） 

 

(3) 指定管理者の公募、選定及び指定(「６ 公募及び選定に関する事項」参照） 

横浜市は、「横浜市久良岐能舞台指定管理者の候補者の選定等に関する要綱」に基づき公

募を行い、横浜能楽堂館条例（以下「条例」という。）第 19 条第 1 項に基づき設置され、

「横浜市久良岐能舞台指定管理者選定評価委員会運営要綱」に基づき運営される「横浜市久

良岐能舞台指定管理者選定評価委員会」（以下「選定評価委員会」という。）の意見を尊重

して、指定管理者の候補者（以下「指定候補者」という。）及び指定候補者を指定管理者と

して指定できない場合に指定候補者に代わって指定候補者となる者（以下「次点候補者」と

いう。）の選定を行います。 

その後、横浜市会（以下「市会」という。）の議決を経て、指定管理者として指定します。 

 

(4) 横浜市久良岐能舞台指定管理者選定評価委員会（敬称略、50 音順） 

 氏  名 所 属 等 

委 員 足立 文 
株式会社日本経済研究所 執行役員 
公共マネジメント本部長 兼 公共マネジメント部長 

委 員 河瀬 宏則 横浜市立大学 国際商学部 准教授 

委 員 諸貫 洋次 

独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場 

日本博事務局 文化事業第２チーム  

チーム長 兼 チーフ 

委 員 横山 太郎 立教大学現代心理学部映像身体学科教授 

 

(5) 会議の公開 

選定評価委員会の会議は、原則公開とします。ただし、公開しないことが適当であると選

定評価委員会が判断した場合は、会議の一部又は全部を公開しないものとします。 

 

(6) 問合せ先 

横浜市文化観光局文化振興課 

   〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 市庁舎 30 階 

電話：045（671）3714  Fax：045（663）5606 

E-mail：bk-bunkashisetu@city.yokohama.jp 
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３ 久良岐能舞台の概要 

(1)  所在地・規模等 

ア 所 在 地   横浜市磯子区岡村八丁目 21 番地の７ 

イ 施設規模   木造１階建て 

  ウ 施設面積   延床面積 341.66 ㎡ 

  エ 施設内容   能舞台 能舞台（4.51ｍ×4.56ｍ）、見所（52 畳）、 

橋掛かり（幅 1.6ｍ、長さ 3.6ｍ）、鏡の間（８畳） 

和室（続き間８畳、６畳） 

茶室 茶室（4.5 畳）、水屋（３畳）等 

  オ 開 館 日   昭和 62 年 10 月６日 

カ 管理区域面積  4,581 ㎡ 

※ 建物平面図及び指定管理者の管理区域については、現場見学会及び応募説明会で配付 

する「関係資料集」を参照してください。 

※ 指定管理者が行う久良岐公園の管理項目は、「横浜市能楽堂（久良岐能舞台）指定管理 

者業務の基準別添資料」（以下、「別添資料」という。）（別冊）に定めます。 

※ その他久良岐公園の管理は、横浜市環境創造局が行います。 

 

(2)  沿革 

久良岐能舞台は、横浜市港南区と磯子区の区界に位置する久良岐公園の一角、三方を山に

囲まれた約８千坪の土地に広がる日本庭園の中にあります。 

能舞台自体は、大正６年に社団法人能楽界専務理事の池内信嘉氏が囃子方養成のために、

東京日比谷、帝国ホテルの隣に建てたもので、設計は、能楽研究家でもあった法政大学教授

山崎静太郎（楽堂）氏があたりました。昭和６年に東京音楽学校（現東京芸術大学）に寄贈

され、昭和 39 年に解体されましたが、昭和 40 年に能楽愛好家の宮越賢治氏が譲り受けて現

在の場所に移築・復元しました。その後、昭和 59 年に横浜市に寄贈され、昭和 62 年に一般

利用ができるように改修し、磯子区役所の管轄で開館しましたが、平成８年の横浜能楽堂の

開館とともに横浜市市民局の所管施設（現在は、文化観光局へ移管）となっています。 

舞台の鏡板は、日本画壇の重鎮であった平福百穂氏の筆による芸術的価値の高いもので、

創建以来、多くの人間国宝を育んだ、歴史の重さと風格を感じさせる能舞台といわれていま

す。建物内には、能舞台以外に茶室と和室があり、能狂言、謡曲、仕舞等の発表会や練習の

ほか茶会等にも利用されています。 

また、周囲の日本庭園は四季折々の木々や草花に恵まれ、池泉の配された中庭を巡り歩く

ことができるようになっており、灯籠や水琴窟が楽しめる「つくばい」等も設けられていま

す。散策もできることから、市民の憩いの場となっています 

 

(3)  利用の現状 

能、狂言その他の古典芸能の継承、振興を図ることを目的に横浜市が設置している能舞台

を有する施設であり、市民が能楽等に親しむ機会を提供するとともに、能楽等を中心とした

芸術文化に関する市民の学習・創作活動・技術研鑽を支援することにより、能楽等を横浜の

市民文化の一つとして定着、発展させるためのすそ野を拡げる役割を担っています。 

第１期、第２期及び第３期指定管理者（指定期間第１期：平成 18 年９月１日～平成 23 年

３月 31 日、第２期：平成 23 年４月１日～平成 28 年３月 31 日、第３期：平成 28 年４月１

日～令和３年３月 31 日）においては、公演、練習等の活動のための施設の提供（貸出）のほ

か、市民の古典芸能に関する関心や理解を広げるために鑑賞会やワークショップ等の事業を

実施しています。また、毎年秋には地域住民や施設利用者との協働事業として「久良岐まつ
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り」を開催し、近隣の児童・生徒や地域の人々でにぎわっています。 

 

○第三期指定管理の利用実績                         （人） 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 
利用者数 19,612 15,254 17,858 14,946 

本舞台  7,265  6,411  7,500  6,365 

和室  2,219  1,565  1,457  1,410 

茶室    325    215    150    293 

見学者  9,803  7,063  8,751  6,878 

   

４ 指定管理者が行う業務 

久良岐能舞台は「能、狂言その他の古典芸能（以下「能楽等」という。）の振興を図るため」

に設置された施設です（条例第１条） 

この目的を達成するため、条例第３条の規定に基づき、次の業務を実施します。業務の詳細

については、「横浜市能楽堂（久良岐能舞台）指定管理者業務の基準」（以下、 「業務の基

準」という。）（別冊）に定めます。 

ア 文化事業に関する業務 

イ 施設の運営に関する業務 

ウ 施設の管理に関する業務 

エ 日報及び月間業務報告書の作成 

オ 年間業務計画書及び年間業務報告書の作成 

カ 業務評価に関する業務 

キ 指定期間終了にあたっての業務 

ク その他日常業務の調整 
 

上記の業務のうち、イ、エ、オ、カ、キ及びクの業務については、指定管理者自らが担うも 

のとし、第三者に対して委託することはできません。 

ア及びウについては、全部又は一部を第三者に委託することができます。ただし、アのうち 

事業の企画立案及び実施の総括については、委託することはできません。 

業務の全部又は一部を第三者に委託する場合は、事前に市に通知するものとします。また、 

委託はすべて指定管理者の責任及び費用において行うものとし、指定管理者が委託する第三者

の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて指定管理者の責めに

帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定管理者が負担するものとします。 

 

〔参考：根拠法令等〕 

地方自治法第 244 条の２（第１、２項省略） 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、

条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、

当該公の施設の管理を行わせることができる。 

 
横浜市能楽堂条例（抜粋） 
(設置) 
第１条 能、狂言その他の古典芸能(以下「能楽等」という。)の振興を図るため、横浜市に能楽堂を設置
する。 
(名称及び位置) 
第２条 能楽堂の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名   称 位   置 

（省略） （省略） 

久良岐能舞台 横浜市磯子区 
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(事業) 
第３条 能楽堂は、次の事業を行う。 
(1) 能楽等の公演、講座その他の事業の企画及び実施に関すること。 
(2) 能楽等の公演、練習その他の活動のための施設の提供に関すること。 
(3) 能楽等に関する情報の収集及び提供に関すること。 
(4) 能楽等の活動に関する相談に関すること。 
(5) その他能楽堂の設置の目的を達成するために必要な事業 
(施設) 
第４条 前条に掲げる事業を行うため、能楽堂に次の施設を置く。 
(1) 横浜能楽堂本舞台、第二舞台、楽屋及び研修室 
(2) 久良岐能舞台能舞台、茶室及び和室 
（第５条省略） 
(指定管理者の指定等) 
第６条 次に掲げる能楽堂の管理に関する業務は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の２第

３項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとす
る。 

(1) 能楽堂の施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。 
(2) 第 3 条に規定する事業の実施に関すること。 
(3) 能楽堂の施設及び設備の維持管理に関すること。 
(4) その他市長が定める業務 
２ 指定管理者は、横浜市の文化芸術の振興及び普及に関する施策の方針を理解し、能楽等に関する高
度な専門的知識を有するとともに、能楽等の鑑賞の機会の提供、能楽等に関する講座等の開催その他
能楽等の振興を図るための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民の能楽等に関する主体的活動
に対する支援を行うものでなければならない。 

３ 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しな
ければならない。 

４ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、能楽堂の設置の目的
を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。 

５ 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、
別表第１の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委
員会(第 19 条第１項に規定する指定管理者選定評価委員会をいう。以下「選定評価委員会」という。)
の意見を聴かなければならない。 

（第７条以下省略） 
 

 

５ 経理に関する事項 

(1) 指定管理料 

久良岐能舞台の運営に係る人件費、事業費、事務費及び管理費等の経費に充てるため、横

浜市は指定管理者に対して指定管理料を支払います。管理費には、施設の維持保全にかかる

清掃、点検、運転・監視及び修繕等を含む補修費の経費を含みます。 

久良岐能舞台では利用料金制を導入しているため、指定管理者は、利用者が支払う利用料

金や自らが企画・実施する各事業の収入（協賛金等含む）等を自らの収入とすることができ

ます。 
指定管理料は、応募の際に提出された指定管理料提案書を元に、会計年度（４月１日から

翌年３月 31 日まで）ごとに、横浜市の予算の範囲内で、横浜市と指定管理者が協議して決定

します（予算は議決案件であり、各年度予算案の議決が条件となります。）。指定管理料の支

払い時期及び方法等は協定で定めます。 
各年度の指定管理料決定のための協議の際に、選定時の提案書で示された指定管理料の金

額から減額する事案が生じた場合には、管理運営や事業内容等（開館日数や開館時間の変更

等を含む）に関して、横浜市と指定管理者の間で協議を行うこととします。 
なお、指定管理者による管理運営が、本公募要項や協定で定めた水準に満たなかった場合

には、指定管理料の減額を行う場合があります。指定管理料減額の基準及び手続き等につい

ては、協定で定めます。 
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 ＊現指定管理者の指定管理料（消費税相当額含） 
 （令和元年９月以前は消費税８％相当、令和元年 10 月以降は消費税 10％相当） 

年度 
平成 28 年度 
（決算） 

平成 29 年度 
（決算） 

平成 30 年度 
（決算） 

令和元年度 
（決算） 

令和２年度 
（予算） 

指定管理料 
（単位：千

円） 
24,800 24,800 24,800 25,071 25,343 

  ※令和元年度以降の指定管理料には、利用料金収入に対する消費税及び地方消費税の増税分

の補てん額を含んでいます。 

 

(2) 第四期指定期間の指定管理料の上限額（消費税 10％相当額含む） 

  原則として１年あたり 25,343 千円とします。 
 
(3) 賃金水準の変動への対応 

提案された人件費のうち給与等、賃金水準の変動による影響を受けるものについては、指

定期間中２年目以降の指定管理料に反映していきます（以下、この仕組みを「賃金水準スラ

イド」という。）。 
このため、収支予算書等に記入する人件費のうち、賃金水準スライドの対象となるものに

ついては、基礎単価と各年度の配置予定人数を乗じた額を提案書類「賃金水準スライドの対

象となる人件費に関する提案書（様式８）」に記入してください。なお、賃金水準スライドの

対象外の人件費については、必要額を積算し、記入してください。 

賃金水準スライドの詳細については、別添「指定管理者制度における賃金水準スライドの

手引き」を参照してください。 

 

(4) 管理口座 

経費及び収入は、指定管理者の口座として管理し、１施設あたり１口座を原則とします。 

２口座以上とする場合は、事前に横浜市に報告してください。口座名義については、市と

協議のうえ定めるものとし、管理口座の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、口座使

用印を市に届け出るものとします。 

 

(5) 収入として見込まれるもの 

ア 利用料金（施設利用料等） 

イ 事業収入（自主事業入場料等） 

ウ 目的外使用に伴う収入（自動販売機等） 

エ 指定管理料 

オ 助成金及び協賛金 等 

 

(6) 主な支出項目 
ア 人件費（退職給与引当金含む） 

イ 事務費（消耗品費、通信運搬費等） 

ウ 管理費（修繕費、光熱水費、保守管理費、備品費等） 

エ 事業費 

オ 指定管理業務に関連して生じる一切の公租公課 

 

(7) 修繕等 

   施設の安全な利用のため、適切な修繕の実施は不可欠です。 

建物、設備及び備品等の修繕等について、１件あたり 60 万円未満（消費税及び地方消費税
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を除く）のものについては、指定期間の合計金額が 300 万円以内（消費税及び地方消費税を

除く）の範囲内で、指定管理者の負担により実施することとします。 なお、指定期間の合計

金額が 300 万円（消費税及び地方消費税を除く）を超えた部分の取扱いについては、横浜市

と指定管理者の協議により定めることとします。 

 

(8) 留意事項 

ア 収入については、必要な帳簿を作成し他の経費と混同することのないよう、適正に管理

するものとします。 

イ 指定管理者の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとします。 

ウ 指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、明確に区分してこれを管理し、横

浜市又は横浜市が指定する指定管理者に対し円滑に引継ぎを行うものとします。また、管

理口座についても、指定期間中の経費及び収入を管理する口座とは別の口座を設けて管理

するものとします。 

 

６ 公募及び選定に関する事項 

(1) 公募スケジュール 

ア 公募要項の公開             令和３年１月 13 日（水） 

イ 現地見学会及び応募説明会の参加申込の受付締切  ２月 24 日（水） 

ウ 現地見学会及び応募説明会            ２月 26 日（金） 

エ 応募登録の受付                 ２月 26日（金）～３月12日（金） 

オ 公募要項等に関する質問の受付          ２月 26日（金）～３月12日（金） 

カ 公募要項等に関する質問への回答         ３月 22 日（月）以降 

キ 応募書類の受付                 ４月 15 日（木）16 日（金） 

ク 予備審査の実施（※）              ５月上旬（予定） 

ケ 予備審査結果の通知（※）            ５月上旬（予定） 

コ 本審査（面接審査）               ５月中旬～下旬（予定） 

サ 選定結果の通知・公表              ６月上旬（予定） 

シ 指定候補者としての仮協定の締結         ７月（予定） 

ス 指定管理者の指定                10 月（予定） 

セ 指定管理者との協定締結         令和４年２月（予定） 

※予備審査は、応募状況により実施しない場合があります。 
 

 

 (2) 公募手続きについて 

ア 公募のお知らせ及び公募要項の公開 

久良岐能舞台の指定管理者の公募について、横浜市文化観光局のウェブサイトに掲載

し、広くお知らせします。公募要項等は次のウェブページに公開します。 

※窓口配布は行いません。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/public-facility/kaku-
katsuyou/bunka/senteihyoka/kurakisentei/kuraki.html 

  

イ 現地見学会及び応募説明会 

現地見学会、応募方法及び応募書類等に関する説明会を次のとおり開催します。応

募を予定される団体は、できる限り御参加ください。共同事業体で応募を希望される

団体については、構成するいずれかの団体のみの参加でも構いません。当日は、本公

募要項は配布しませんので、各自で御持参ください。 

(ｱ) 開催日時 

令和３年２月 26 日（金）10 時 00 分から 11 時 00 まで（予定） 
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※受付：午前９時 50 分から 

(ｲ)  開催場所 

久良岐能舞台 

(ｳ)  参加人数 

各団体２名以内とします。 

(ｴ)  申込方法 

参加を希望される団体は、令和３年２月 24 日（水）正午までに、『横浜市久良岐

能舞台現地見学会及び応募説明会申込書（様式ア）』に必要事項

を記入のうえ、文化観光局文化振興課に電子メールで提出してく

ださい。受信確認メールの返信をもって受付完了となります。 

(ｵ) 備考 

受付時に社員（職員）であることを証明する書類（名刺等）を確認いたします。 

当日、質問は受け付けません。質問受付期間に質問書を御提出ください。 

駐車場はありませんので、公共交通機関を御利用ください。 

 

 ウ 応募登録の受付 

    申請書類及び提案書類を提出いただく前に、意向確認として「応募登録」を受け付け

ます。応募登録は、申請を強制するものではありません。 

  （ｱ）  受付期間：令和３年２月 26 日(金)～３月 12 日(金) 17 時まで 

   (ｲ)  受付方法：応募登録申込書（様式イ）に必要事項を記入のうえ、電子メールで提出

してください。開封確認メールの返送をもって受付完了とします。 

  （ｳ）  提出先 ：横浜市文化観光局文化振興課 bk-bunkashisetu@city.yokohama.jp 

 

エ 公募要項等に関する質問の受付 

公募要項の内容等に関する質問を以下のとおり受け付けます。ただし、本公募要項、業

務の基準、業務の基準 別添資料、関係資料集に明記されている事項への質問は御遠慮く

ださい。 

(ｱ) 受付期間 

令和３年２月 26 日（金）午前９時から３月 12 日（金）17 時まで 

 (ｲ) 受付方法 

『横浜市久良岐能舞台の指定管理者公募要項等に関する質問書（様式ウ）』に記入

のうえ、文化観光局文化振興課に電子メールで提出してください。受信確認メールの

返信をもって受付完了となります。 

(ｳ) 送 付 先 

横浜市文化観光局文化振興課 bk-bunkashisetu@city.yokohama.jp 

 

オ 質問への回答 

令和３年３月 22 日（月）以降（予定）に、次のウェブサイトで回答を公表します。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/public-facility/kaku-katsuyou/bunka 
/senteihyoka/kurakisentei/kuraki.html 

 

カ 応募書類の受付 

(ｱ) 応募書類 

「６(4)応募書類」を参照 

(ｲ) 受付期間 

令和３年４月 15 日（木）及び令和３年４月 16 日（金） 



8 
 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

(ｳ) 受付方法 

横浜市文化観光局文化振興課まで、持参いただくか又は記録が残る送付方法（簡易書

留等）で御提出ください。（受付期間内必着） 

(ｴ) 提出先 

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 市庁舎 30 階 

横浜市文化観光局文化振興課 宛 

 

  キ 予備審査 

応募状況に応じ、書類選考による予備審査を以下のとおり実施します。 

(ｱ)  本審査（各応募団体を面接し、提案内容を聴取するヒアリング）の対象となる上位

５団体以内を選考します。 

      実施の有無など詳細については、別途通知します。 

(ｲ)  予備審査結果の通知 

予備審査を行った場合の結果の通知は、提案者へ郵送にて行います。なお、共同事業

体の場合は、代表構成団体あてに郵送します。 

 

(3) 本審査及び選定の手続きについて 

ア 審査方法 

選定評価委員会が審査を行い、横浜市長（以下「市長」という。）はその結果に基づき、

原則として本審査で最高得点を得た団体を指定候補者とし、また、次点の得点を得た団体

を次点候補者とします。 

審査は、応募者の応募書類及び面接審査等に基づき、指定管理者評価基準項目に従い総

合的に実施します。また、面接審査ではプレゼンテーションを行っていただき、それに対

する質疑を行います。このため、団体の代表者又は代理人合計３名までの出席をお願いし

ます。 

なお、業務の基準（別冊）「Ⅴ８(３)」における、施設長（館長）の従事予定者が決ま

っている場合は、できる限り面接審査に出席してください。 

面接審査に係る詳細については、応募者に後日お知らせいたします。 

 

  イ 評価基準項目について 

別紙１（公募要項 16 ページ）を参照してください。 

※財務状況の評価が著しく悪い場合は、選定から除外する場合があります。 

※指定候補者及び次点候補者となるためには、選定評価委員会の定める最低基準点（加

減点項目を除く評価基準項目の合計 200 点満点の６割以上）を満たすことが必要です。

最低基準に満たない場合は、応募団体が１団体のみであっても指定候補者として選定

せず、再度公募を行います。 

 

ウ 選定結果の通知及び応募書類の公表 

選定結果は、応募者に対して速やかに通知します。また、選定の経過及び結果は、次の

ウェブサイトへの掲載等により公表します。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/public-facility/kaku-katsuyou/bunka 
/senteihyoka/kannaihsentei/kannaih.html 

  なお、指定候補者の応募書類については、原則として、指定の議決後に公表します。 

 

エ 仮協定の締結 

  横浜市は、選定評価委員会の意見をふまえて指定候補者を決定し、協議の上、仮協定を

締結します（令和３年７月予定）。 
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オ 指定管理者の指定 
市会の議決後に、指定管理者として指定します（令和３年 10 月予定）。指定にあたっ

ては、文書で通知するとともに、公告を行います。 

 

カ 指定管理者との協定締結 

  市は、指定管理者と協定を締結します（令和４年２月予定）。 

「８ 協定及び準備に関する事項」を参照してください。 

 

(4) 応募手続きについて 

   応募に際し、「ア 申請書類」及び「イ 提案書類」を作成し、提出してください。 

※作成する様式及び説明は、「横浜市久良岐能舞台指定管理者提案課題及び応募書類様式

集」（以下「提案課題・様式集」という。）（別冊）を確認してください。 

※用紙サイズは、原本で用紙サイズが決まっているもの以外はＡ４サイズとし、「提案課

題・様式集」で指示する方法でファイルに綴じてください。 

ア 申請書類 

次の申請書類をアからチまで順に並べ、原本を１部、写しを３部提出してください。 

なお、写しの書類のうち１部についてはファイルやステープラー等で留めず、また、  

インデックスを付さず、クリップ留めで提出してください。（写しはクリップ留めのもの

１部を除き、２部はページ数及びインデックスを付してファイル綴りをしてください。）

原本にはインデックスは不要です。 

 ※インデックスの付し方については、提案課題・様式集で確認してください。 

(ｱ)  指定申請書（様式１）（横浜市市民文化会館条例施行規則第１号様式（第５条第１項） 

(ｲ)  団体の概要（様式２） 

(ｳ)  役員等氏名一覧表（様式３）及び様式のエクセルファイルデータ（CD-R） 

※様式３（エクセルファイル）に必要事項を入力し、プリントアウト後に押印の上、提

出してください。エクセルファイルのデータも CD-R にて提出してください。 

(ｴ)  欠格事項に該当しない宣誓書（様式４） 

(ｵ)  定款、規約その他これらに類する書類 

(ｶ)  法人にあっては、法人の登記事項証明書 

(ｷ)  指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事

業年度及び前々事業年度の収支計算収支計算書及び事業報告書（様式自由） 

(ｸ)  直近３か年の事業年度の貸借対照表、財産目録、損益計算書等。任意団体においては、

これらに類する書類。公益法人の場合は、直近３か年の公益会計と収益会計の内訳を示

す決算書を添付すること。    

(ｹ)  税務署発行の納税証明書「その３の３」（法人税・消費税及び地方消費税について未

納税額の無い証明書になります。） 

(ｺ)  横浜市税の納税状況調査の同意書（様式５） 

応募時点で本市に対して納税義務のない団体についても提出の必要があります。なお、

指定管理者として指定された後は、この同意書をもとに、毎年度横浜市への納税状況（横

浜市の課税状況の有無を含め）について状況調査を行います。 

(ｻ)  法人税及び法人市民税の課税対象となる収益事業等を実施していないことの宣誓書

（様式６） 

公益法人又は人格のない社団等で、収益事業等を実施していないことにより、法人

税・法人市民税の申告義務がなく、かつ実際に申告税額がない場合に、提出の必要が

あります。 

(ｼ)  労働保険（労災・雇用）の加入を確認できる書類 

労働局、労働基準監督署又は労働保険事務組合発行の労働保険料の領収書の写し（直

近の１回分）等 

(ｽ)  健康保険の加入を確認できる書類 

年金事務所又は健康保険組合発行の健康保険料の領収書の写し（直近の１回分）等 
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(ｾ)  厚生年金保険の加入を確認できる書類 

年金事務所又は健康保険組合発行の厚生年金保険料の領収書の写し（直近の１回分）

等 

※ 各種保険加入の必要がないため、(ｼ)・（ｽ）・（ｾ）のいずれかの領収書の写し等の

提出ができない場合は、「労働保険・健康保険及び厚生年金保険の加入の必要がない

ことについての申出書」（様式７）を提出してください。 

(ｿ)  団体の現在の組織、人事体制を示す人事労務関係の書類（就業規則、給与規定等） 

(ﾀ)  賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書（様式８） 

※「指定管理者制度における賃金水準スライドの手引き」より 

(ﾁ)  設立趣旨、事業内容のパンフレットなど団体の概要がわかるもの 

 ※共同事業体に関する取扱い 

共同事業体の形態をとる場合には、代表団体を決め、代表団体が応募書類を提出し

てください。「（イ）団体の概要（様式２）」の次に、以下の２点の書類を添付して

ください。 

（イ）－ａ 共同事業体の結成に関する申請書（様式２－２） 

（イ）－ｂ 共同事業体連絡先一覧（様式２－３） 

また、応募書類のうち、（タ）を除く（イ）～（チ）の各申請書類については、構

成団体すべてについての書類を提出してください。 

    ※中小企業等協同事業組合に関する取扱い 

応募にあたっては、担当組合員を決め、担当組合員が応募書類を提出してください。

「（イ）団体の概要（様式２）」の次に、以下の書類を添付してください。 

（イ）－ｃ 事業協同組合等構成員表（様式２－４） 

また、応募書類のうち、（タ）を除く（イ）～（チ）の各申請書類については、組

合員すべてについての書類を提出してください。 

※その他、必要に応じて、書類の提出を求める場合があります。 

 

イ 提案書類 

業務の基準（別冊）を踏まえて、提案課題を定めました。 

提案課題の内容・説明及び提出書類の様式及びインデックスの付し方については、提案

課題・様式集で確認してください。様式を順に並べ、次のとおり提出してください。 

②  原本１部 … 様式を順に並べ、インデックスを付してファイル綴りをして提出 

 ② 写し５部 … 様式を順に並べ、インデックスを付してファイル綴りをして提出 

         ※ 写しの書類のうち１部についてはファイルやステープラー等で留

めず、インデックスも付さず、クリップ留めで提出 

 ③ 写し５部 … 様式を順に並べ、団体名や施設名を消し、団体が特定できない状態（黒

塗り等）にしたものに、インデックスを付し、ファイル綴りをして提出 

 

(5)  応募条件等について 

ア 応募者の資格 

法人その他の団体、又は複数の法人等が共同する共同事業体であること（法人格は不要。

ただし個人は除く） 

イ 欠格事項 

次に該当する団体は、応募することができません。 

(ｱ)  法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等の租税を滞納していること 

(ｲ)  労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）への加入

の必要があるにも関わらず、その手続きを行っていないもの。 

(ｳ)  会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中であること 

(ｴ)  指定管理者の責めに帰すべき事由により、２年以内に指定の取消を受けたものである

こと 

(ｵ)  地方自治法施行令第 167 条の４の規定により、横浜市における入札参加を制限されて
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いること 

(ｶ)  選定評価委員が、応募しようとする団体の経営または運営に直接関与していること 

(ｷ)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団経営支配法人等（横浜市暴力団排除条

例（平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号）第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等

をいう。）であること 

   ※本項目については、提出いただく「役員等氏名一覧表（様式３）」により、横浜市か

ら神奈川県警本部に対し調査・照会を行います。 

(ｸ)  ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（仮に受けている場合には、

必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みでないこと） 

ウ 共同事業体の場合の取扱 

共同事業体の場合には、構成するすべての団体が欠格事項の(ｱ)から(ｸ)までのいずれ

にも該当しないとともに、次の事項を満たしていることが必要です。 

(ｱ) 応募時に「共同事業体の結成に関する申請書（様式２－２）」を提出できること 

(ｲ) 協定締結時までに、代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合 

契約書の写しの提出が可能であること 

エ 中小企業等協同組合に関する取扱い 

中小企業等協同組合の場合には、本指定管理業務を担当するすべての組合員が欠格事項

の(ｱ)から(ｸ)までのいずれにも該当しないことが必要です。 

オ 公募要項の承諾 

応募者は、応募書類の提出をもって、本公募要項及び業務の基準（別添資料を含む）の

記載内容を承諾したものとみなします。 

カ 接触の禁止 

選定評価委員、横浜市職員その他の本件関係者に対して、本件応募について直接・間接

を問わず接触を禁じます。 

選定評価委員会が行う面接審査は、応募団体毎に実施します。この際、他の応募団体及

び関係者は、会場に入室できず、別室で待機いただきます。また、傍聴者との接触を禁じ

ます。 

キ 重複応募の禁止 

同一案件に対して、複数案の応募に参画することはできません。 

ク 応募内容変更・追加の禁止 

提出された書類の内容の変更又は書類の追加はできません。ただし、選定評価委員会が

認めた場合はこの限りではありません。 

ケ 団体職員以外による、次の行為の禁止 

応募にあたって、応募団体（共同事業体に当たっては構成団体、中小企業等協同組合に

当たっては組合員となっている団体）の職員以外が、次の行為を行うことを禁止します。 

(ｱ) 現地見学会・応募説明会への代理出席 

(ｲ) 事業計画書等、提出書類の作成（作成に関する技術的な助言等は可とします） 

(ｳ) 選定評価委員会の面接審査への出席 

コ 応募者の失格 

応募者が次の事項に該当した場合は、失格となることがあります。 

(ｱ) カからケまでの禁止事項に該当するなど、本公募要項に定める手続きを遵守しない    

  場合 

(ｲ) 応募書類に虚偽の内容を故意に記載した場合 

サ 応募書類の取扱い 

応募書類は理由を問わず返却しません。 

シ 応募書類の開示 

指定管理者及び指定候補者の応募書類については、「横浜市の保有する情報の公開に関

する条例」に基づく情報開示請求が提出された場合は、原則として請求者に対して開示さ

れることとなります。 
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その他、横浜市が必要と認めるときは、提出書類の全部または一部を使用できるものと

します。 

ス 応募の辞退 

正当な理由がある場合に限り、応募書類を提出した後に辞退することを認めます。その

際には、「辞退届（様式エ）」を提出してください。 

セ 費用負担 

応募に関して必要となる費用は団体の負担とします。 

ソ 提出書類の取扱い・著作権 

横浜市が提示する設計図書（平面図等）の著作権は横浜市及び設計者に帰属し、団体の

提出する応募書類の著作権は作成した団体に帰属します。 

  タ 選定評価委員会からの指摘の尊重 

面接審査の際、選定評価委員から提案内容について指摘を受ける場合がありますが、この指

摘内容については真摯に受け止め、尊重してください。面接審査の場で改善・履行する旨答弁

された事項については、提案を修正するとともに、業務計画に反映させてください。 
 

７ リスク分担 

指定期間内における主なリスク分担については、次の表のとおりとします。これ以外のリ

スクに関する対応については、別途協議するものとします。 

 

 

リスク 

の種類 
リスクの内容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

分担 

（協

議） 
※１ 

物価変動 
収支計画に多大な影響を与えるもの ○   

それ以外のもの  ○  

賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加 ○   

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○  

金利上昇による資金調達費用の増加  ○  

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更   ○ 

税制変更 

消費税(地方消費税を含む)の税率等の変更   ○ 

法人税・法人住民税の税率等の変更  ○  

事業所税の税率等の変更   ○ 

それ以外で管理運営に影響するもの   ○ 

許認可等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新されな

いことによるもの 
○   

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更

新されないことによるもの 
 ○  

管理運営内容

の変更 

市の政策による期間中の変更 ○   

指定管理者の発案による期間中の変更   ○ 

組織再編行為等 
指定管理者の組織再編行為等により市に発生す

る費用※２ 
 ○  

市会議決 
指定の議決が得られないことによる管理運

営開始の延期 
 ○  

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動   ○ 

それ以外のもの  ○  

管理運営の中

断・中止（※３） 

市に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  
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それ以外のもの   ○ 

施設等の損傷

及び修繕 

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

指定管理者が設置した設備・備品  ○  

それ以外

の修繕 

１件あたり 60 万円未満（税抜）  ○  

１件あたり 60 万円以上（税抜） ○   

利用者等への

損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

市と指定管理者の両者、又は被害者・他の第

三者等に帰責事由があるもの 
  ○ 

公募要項等 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○   

不可抗力 

（※４・５・６） 

不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○   

不可抗力による管理運営の中断   ○ 

※１ 分担の割合を含めた協議とします。したがって、横浜市又は指定管理者のいずれか一方

が全額を負担する場合もあります。 

※２ ①選定評価委員会等への諮問のために必要となる委員報酬等の費用②弁護士等の専門家

への相談のために必要となる謝金等の費用 

※３ 緊急の施設修繕等に伴い、休館とすることがあります。この場合のリスク分担は、協議

のうえ定めるものとします。 

※４ 不可抗力とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テ

ロ、侵略、暴動及びストライキ及び伝染病・感染症の流行等を言います。 

※５ 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費

用は、合理性の認められる範囲で、横浜市が負担するものとします。なお、指定管理者が付

保した保険によりてん補された金額相当分については、横浜市の負担額から減額するもの

とします。 

※６ 不可抗力の発生に起因して横浜市に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用に

ついては市が負担するものとします。 

 

８ 協定及び準備に関する事項 

(1)  協定の締結 

選定評価委員会による審査及び選定後、横浜市は指定候補者と細目について協議を行い、

仮協定を締結します。その後、市会の議決を経て指定管理者として指定された後に、仮協定

に基づき基本協定を締結します。 

また、毎年度、指定管理料の金額等に関する年度協定を締結します。 

 

(2)  基本協定の主な内容 

ア 管理運営業務の範囲及び内容 

イ 法令の遵守 

ウ 管理運営業務実施上の規定等（第三者への再委託、緊急時の対応及び施設の保全・改修

等） 

エ 管理運営費用に関する事項（口座管理、指定管理料支払い方法の原則及び光熱水費支払

い方法の原則等） 

オ 管理運営業務実施状況の確認方法及び確認事項 

カ 施設の維持保全及び管理に関する事項 

キ 施設内の物品等の所有権の帰属に関する事項 

ク 債権債務の譲渡等の禁止に関する事項 

ケ 管理運営業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項 

コ 指定期間満了に関する事項 

サ 指定の取消及び管理業務の停止に関する事項 

シ 協定内容の変更に関する事項 

ス その他必要な事項 
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(3)  準備業務及び業務の引継ぎ 

指定期間の開始までに、準備業務として、①業務計画書作成業務、②横浜市との連携・調

整業務を行っていただきます。詳細については指定候補者に提示します。 

なお、指定管理者が現在の指定管理者から変更になった場合には、両者の間で引継ぎ等を

行っていただきます。（業務の基準参照） 

 

(4)  指定候補者及び次期指定管理者の変更 

横浜市は、市会の議決を経るまでの間に、指定候補者を指定管理者に指定することが著し

く不適当と認められる事情が生じた場合には、指定しないことができるものとします。 

また、指定から指定期間開始までの協議の過程において指定管理業務の実施が困難であ

ることが明らかになった場合及び協議が成立しない場合には、当該団体の指定を取り消す

ことができるものとします。 

上記の場合には、次点候補者を指定候補者として協議を行い、指定管理者の候補団体とし

て市会に議案を提出します。 

なお、市会の議決が得られなかった場合においても、当該施設に係る業務及び管理の準備

のために支出した費用については、一切補償しません。 

 

(5)  指定取消及び管理業務の停止等 

指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために横浜市が行う指示に従わないとき、そ

の他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときは、地方自治法

第 244 条の２第 11 項の規定に基づき、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管

理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。 

指定取消又は管理業務の停止を行う必要がある場合の例として、次のようなものが考え

られます。 

ア 当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき 

イ 地方自治法第 244 条の２第 10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに

応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき 

ウ 地方自治法第 244 条の２第 10 項の規定に基づく指示に従わないとき 

エ 本公募要項に定める資格要件を失ったとき 

オ 応募の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき 

カ 指定管理者の経営状況の悪化や組織再編行為（会社法第５編に規定する各行為をいう。

以下同じ。）等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断さ

れるとき 

キ 指定管理者の、指定管理業務に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務

を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき 

ク 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理業務が行われないとき 

ケ 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、

侵略、暴動、ストライキなどの横浜市又は指定管理者の責めに帰することのできない自然

的又は人為的な現象を言う）により管理業務の継続が著しく困難になったと判断される

とき 

コ 指定管理者から、指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を求める書面に

よる申し出があったとき 

サ 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき 

シ その他、横浜市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めると      

 き 

指定管理者の責に帰すべき事由により指定取消又は管理業務の停止を行った場合には、

指定管理料の減額、既に支出した指定管理料の返還又は横浜市に損害が発生した場合の損

害賠償の支払い等を求めることがあります。 

また、指定管理者が、横浜市の実施する指名競争入札に参加する資格を有する者であり、
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指定期間中に「横浜市指名停止等措置要綱」に定める措置要件に該当するときは、同要綱に

基づく指名停止を行います。 

 

 

Ⅱ 提案に関すること 

提案に際しては、業務の基準（別冊）、別添資料（別冊）及び提案課題・様式集（別冊）を踏

まえ、提案書類に記入してください。 
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別紙１ 評価基準項目（「Ⅰ ６（３）イ」（８ページ）） 
※かっこ内の様式番号は、審査の際、参照する提案書類の様式の番号です。 

項  目 主な審査の視点 主な確認項目 配点 

１ 団体の状況 １０ 

 
(1)団体の状況（財務状況含む） 

 

・団体が、公の施設の管理運営者としてふさわしい
団体であるか 

・団体の財務状況（事業収益性、経営安定性、借入
余裕度等）が健全であるか 

様式 10、11 

１０ 

２ 指定管理業務実施にあたっての基本的な方針 ２０ 

 

(1) 指定管理業務実施にあたっ

ての基本的な方針 

・市の文化政策及び施設の使命を理解した上で、基
本的な方針を定めているか 

・施設の使命を果たすために適切な方針となってい
るか。 

様式 12 

１０ 

(2)応募理由 

 

・応募理由が、市の施策や地域の特性、施設の設置
目的を十分に理解した妥当性・具体性のあるもの
で、公益性の高いものか 

・施設運営・管理・事業実施に熱意が感じられるか 

様式 13 

１０ 

３ 職員配置・育成 ２０ 

 
職員の確保、配置及び育成 

 

・配置予定者の能力・資質の考えが適切であるか（業
務の基準に定める「責任者に期待する役割」を果
たし、文化事業の企画・実施や施設管理を的確に
行える想定か） 

・配置予定者は当該ポジションに適切な人物か。職
種や責任体制等は適切に考えられているか。 

・スタッフの育成に関する考え方が適切か 
・事件・事故、災害等の対応に対して具体的な対応

ができる体制が考えらえているか 
・５年間の指定期間を見据えた配置及び育成計画と

なっているか。 

様式 14、15 

２０ 

４ 事業計画（施設の使命を達成するための提案） １０５ 

 

「使命１：幅広い市民に能楽等

を広める」を達成するための

取組 

・施設の使命を理解し、設定された定量指標・定性
指標が的確であるか。 

・提案された事業によって使命を果たすことができ
ると考えられるか。また、その理由は的確なもの
か。 

様式 16－1、２ 

２０ 

 

「使命２：能楽等に携わる人材

を育む」を達成するための取

組 

・施設の使命を理解し、設定された定量指標・定性
指標が的確であるか。 

・提案された事業によって使命を果たすことができ
ると考えられるか。また、その理由は的確なもの
か。 

様式 17－１、２ 

２０ 

 

「使命３：能楽等をはじめとす

る市民の活動の場となる」を

達成するための取組 

・施設の使命を理解し、設定された定量指標・定性
指標が的確であるか。 

・提案された事業によって使命を果たすことができ
ると考えられるか。また、その理由は的確なもの
か。 

様式 18－１、２ 

２０ 

 

「使命４：文化芸術を媒介とし

て地域の力を結びつける」を

達成するための取組 

・施設の使命を理解し、設定された定量指標・定性
指標が的確であるか。 

・提案された事業によって使命を果たすことができ
ると考えられるか。また、その理由は的確なもの
か。 

様式 20－１、２ 

２０ 

 

「使命５：持続可能性を高める

施設運営を行う」を達成する

ための取組 

・施設の使命を理解し、設定された定量指標・定性
指標が的確であるか。 

・提案された事業によって使命を果たすことができ
ると考えられるか。また、その理由は的確なもの
か。 

様式 21－１、２ 

２０ 
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「使命６：新型コロナウイルス

感染症の影響を想定し、施設

運営を継続する」を達成する

ための取組 

・提案された取組によって使命を果たすことができ
ると考えられるか。また、その理由は的確なものか。 
 

様式 22－１、２ 

５ 

５ 収支計画及び指定管理料 ３０ 

 

 

(1)利用料金の考え方と具体的

な料金設定、支払方法や割引

料金・減免等の運用方法の考

え 

・利用料金等が適切・適正であり、利用者増を見込
めるか 

様式 23-A、21-B 

１０ 

 

(2)指定管理料のみに依存しな

い収入構造、経費削減等効率

的運営の努力 

・指定管理料のみに依存しない収入構造となってい
るか 

・経費削減等効率的運営の努力の考えが具体的か 

様式 24 

１０ 

 

(3)５年間の収支及び収支バラ

ンス（指定管理料の提案含む） 

・利用者サービスのための経費や修繕費の配分な
ど、施設の特性や課題に応じた費用配分となって
いるか 

・収支計画が適切であり、効率的な経費の執行によ
る適切な指定管理料となっているか 

・５年間の収支計画が適切であり、効率的な経費の
執行による適切な指定管理料となっているか。 

様式 25 

１０ 

６ その他 １５ 

 

(1) 施設全体の運営に対するア

イデア・ノウハウの一層の活用 

・業務の基準に定める「久良岐能舞台の使命」に照
らして、妥当であるか、実現が可能か。 

・市民理解が得られる公益性があり、かつ収入確
保につながる提案内容か。 

様式 26 

５ 

(2) 市の重要政策課題への対応 ・本市の施設として、市の重要政策課題施策（個人
情報保護、情報公開、人権尊重、環境への配慮、障
害者差別解消、男女共同参画、市内中小企業優先発
注）に対する考え方は適切か。 

様式 27 

５ 

 
(3)提案書全体に対する評価 ・提案書は正確かつ明瞭に記載されているか。  

 ５ 

 小 計 （Ａ） ２００ 

 

その他（加減要素） ±２０ 

 
(1)市内中小企業等であるか 

 【必須評価基準項目】 

市内中小企業等 
・市内中小企業 
・中小企業等協同組合法第３条に規定する事業協同

組合、事業協同小組合及び信用協同組合のうち、
市内に住所を有する者 

・地域住民を主体とした施設の管理運営等のため
に、地域住民を中心に設立された団体 

※共同事業体の場合は、代表団体が市内中小企業等
であること。 

 

 

 １０ 

 
(2) 前期の管理運営の実績 

（現在の指定管理者のみ） 

・第三者評価の結果が優秀であり、要求水準を上回
っていたか。（要求水準を下回った場合は、減点対
象） 
※選定時に評価された特筆すべき提案を達成した

か。（達成できなかった場合は、減点対象） 

第三者評価結果 
－１０ 

～ 

＋１０ 

 小 計 （Ｂ） ２０ 

 

 合 計 （Ｃ ＝ Ａ ＋ Ｂ） ２２０ 

※大項目１～６の合計点（２００点）を満点とする。 


